
新商品の販路開拓を後押し！

各務原市新商品販路開拓支援事業

○各務原市新商品販路開拓支援補助金

 新商品・新サービスの開発に取り組む事業者に対し、クラウドファンディ
ングを活用した販路開拓を支援します。

補助率・補助上限額：
補助率 ３分の２、補助上限額 ５０万円

市の補助対象者：

・市内に事業所を有する会社及び個人

・日本標準産業分類の大分類Ｅ(製造業)に該当する事業者もしくは

市ウェブサイト【ものづくりナビ企業一覧】にその企業名が掲載されて

いる事業者 他

※詳細はQRコードもしくは各務原市公式ウェブサイトからご確認ください。

補助対象経費：

・クラウドファンディング利用手数料

・コンサルティング業務等に要した費用

・広報に要した費用

各務原市新商品販路開拓

問い合わせ先：
各務原市産業政策室
TEL：058-383-1697
E-mail：sansei@city.kakamigahara.gifu.jp

補助事業
（1）新たな商品又はサービスの企画又は開発を行う事業、新たな事業
分野への展開を行う事業
（2）購入型であること
（３）成功時報酬型（All or Nothinng）※であること
（４）プロジェクト募集期間が下記期間であること
令和4年4月1日から令和5年2月末日までの間

※プロジェクトの目標金額に達した場合のみ、当該資金を受け取ることができるもの
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⑥応援購入

①CFサイト掲載申込

②審査・掲載決定

⑦資金調達
(手数料・経費を引いた金額振込)

⑤PJT掲載

③PJT掲載準備
④事業計画提出

⑩補助金交付

⑧交付申請兼
請求書提出

⑨審査・交付決定

市補助金活用の流れ：

⑪リターン実行

補助金申請に関する提出書類：

（１）事業計画書

プロジェクト募集開始前に提出（ただし、８月５日以前にプロジェクト募
集開始している場合は、９月５日までに提出）

・事業実施計画書（市様式第２号）

・ＣＦサイトへの掲載に係る審査を通過したことが分かる資料の写し

（２）交付申請書兼請求書

プロジェクト募集最終日から90日以内もしくは実施年度の2月末日の
いずれか早い日に提出

・交付申請書兼請求書（市様式第4号）

・実績報告書（市様式第5号）

・補助対象経費の支払いが完了したことが分かる書類の写し

・ＣＦサイトにおけるプロジェクトの掲載内容が分かる書類の写し

・プロジェクトが目標金額に達したことが分かる書類の写し


